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押印を求める手続の見直し等のための関係規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月30日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第13号 

押印を求める手続の見直し等のための関係規則の一部を改正する規則 

（水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律施行細則等の一部改正） 

第１条 次に掲げる規則の規定中「○印」を削る。 

(1) 水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律施行細則（昭和24年新潟県規則第95号）

別記第１号様式から別記第７号様式まで 

(2) 新潟県森林病害虫等防除法施行細則（昭和25年新潟県規則第50号）別記様式 

(3) 新潟県狂犬病予防法施行細則（昭和25年新潟県規則第98号）別記様式 

(4) 新潟県家畜伝染病予防法施行細則（昭和26年新潟県規則第78号）別記第１号様式から別記第５号様式まで 

(5) 新潟県農業総合研究所畜産研究センター種鶏、種雛
びな

、種卵払下規則（昭和27年新潟県規則第69号）別記様 

 式 

(6) 新潟県農業共済組合検査規則（昭和27年新潟県規則第85号）別記様式 

(7) 新潟県と畜場法施行細則（昭和28年新潟県規則第106号）別記第１号様式から別記第８号様式まで 

(8) 新潟県民生委員法施行細則（昭和30年新潟県規則第69号）別記第１号様式及び別記第２号様式 

(9) みつばちの腐そ病のまん延防止規則（昭和31年新潟県規則第21号）別記第１号様式 

(10) 新潟県恩給給与細則（昭和32年新潟県規則第54号）別紙第１号様式、別紙第５号様式、別紙第６号様式

及び別紙第８号様式 

(11) 新潟県漁港管理条例施行規則（昭和33年新潟県規則第30号）別記第４号様式から別記第19号様式まで 

(12) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則（昭和33年新潟県規則第45号）別記第３号様

式から別記第８号様式まで、別記第10号様式及び別記第12号様式 

(13) 新潟県身体障害者福祉法施行細則（昭和34年新潟県規則第15号）別記第１号様式及び別記第２号様式 

(14) 新潟県港湾管理条例施行規則（昭和38年新潟県規則第18号）別記第３号様式、別記第３号様式の２、別

記第５号様式の３、別記第５号様式の４、別記第８号様式、別記第８号様式の２、別記第11号様式の２及び

別記第15号様式 

(15) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則（昭和38年新潟県

規則第34号）別記第１号様式から別記第５号様式の２まで、別記第８号様式及び別記第９号様式 

(16) 災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則（昭和38年新潟県規則第

75号）別記様式 

(17) 新潟県障害者リハビリテーションセンター規則（昭和39年新潟県規則第32号）別記第１号様式（その１）

から別記第２号様式まで 

(18) 新潟県視覚障害者情報センター規則（昭和39年新潟県規則第33号）別記第１号様式、別記第３号様式及

び別記第４号様式 

(19) 新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例施行規則（昭

和40年新潟県規則第36号）別記第１号様式及び別記第２号様式 

(20) 新潟県民会館条例施行規則（昭和42年新潟県規則第60号）別記第４号様式 

(21) 新潟県建設業法施行細則（昭和44年新潟県規則第77号）別記様式 

(22) 新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則（昭和45年新潟県規則第８号）別記第２

号様式から別記第４号様式まで及び別記第５号様式の２から別記第８号様式まで 

(23) 新潟県風致地区条例施行規則（昭和45年新潟県規則第51号）別記第１号様式、別記第８号様式及び別記

第10号様式から別記第13号様式まで 

(24) 新潟県都市計画法施行細則（昭和45年新潟県規則第50号）別記第１号様式から別記第６号様式の３まで 

(25) 新潟県林業種苗法施行細則（昭和45年新潟県規則第117号）別記第２号様式及び別記第５号様式 

(26) 新潟県農地災害応急ポンプ貸付規則（昭和46年新潟県規則第27号）別記第１号様式から別記第５号様式

まで 

(27) コロニーにいがた白岩の里管理規則（昭和46年新潟県規則第68号）別記第１号様式及び別記第２号様式 

(28) 新潟県空港条例施行規則（昭和46年新潟県規則第89号）別記第１号様式から別記第８号様式まで 

(29) 新潟県漁港漁場整備法の規定に基づく許可に関する規則（昭和48年新潟県規則第37号）別記第１号様式
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から別記第３号様式まで 

(30) 新潟県地すべり等防止法施行細則（昭和51年新潟県規則第32号）別記第１号様式から別記第６号様式ま

で、別記第８号様式及び別記第９号様式 

(31) 新潟県大麻取締法施行細則（昭和52年新潟県規則第19号）別記第１号様式から別記第３号様式まで及び

別記第５号様式から別記第14号様式まで 

(32) 新潟県覚醒剤取締法施行細則（昭和52年新潟県規則第20号）別記第１号様式から別記第15号様式まで 

(33) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則（昭和53年新潟県規則第12号）別記第１号様式、

別記第３号様式及び別記第４号様式 

(34) 新潟県公害健康被害の補償等に関する法律施行細則（昭和54年新潟県規則第１号）別記第１号様式から

別記第６号様式まで 

(35) 新潟県職員職務育成品種取扱規則（昭和56年新潟県規則第１号）別記第１号様式及び別記第２号様式 

(36) 新潟県宅地建物取引業法施行細則（昭和56年新潟県規則第３号）別記第２号様式、別記第４号様式、別

記第５号様式及び別記第８号様式から別記第14号様式まで 

(37) 新潟県臨床検査技師等に関する法律施行細則（昭和56年新潟県規則第77号）別記第２号様式から別記第

６号様式まで 

(38) 新潟県立自然科学館条例施行規則（昭和56年新潟県規則第90号）別記第２号様式 

(39) 新潟県高圧ガス保安法施行細則（昭和57年新潟県規則第48号）別記第１号様式から別記第７号様式まで 

(40) 新潟県あけぼの園管理規則（昭和59年新潟県規則第９号）別記第１号様式から別記第３号様式まで 

(41) 新潟県化製場等に関する法律施行細則（昭和59年新潟県規則第90号）別記第１号様式から別記第９号様

式まで 

(42) 新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和60年新潟県規則第73号）別記第１号様式、

別記第２号様式、別記第５号様式、別記第７号様式、別記第11号様式及び別記第13号様式 

(43) 新潟県柏崎原子力広報センター条例施行規則（昭和61年新潟県規則第26号）別記様式 

(44) 新潟県特別障害者手当等の支給に関する規則（昭和61年新潟県規則第20号）別記第１号様式から別記第

３号様式まで 

(45) 新潟県私立学校等が知事に提出する書類の様式等を定める規則（昭和63年新潟県規則第７号）別記第１

号様式から別記第22号様式まで、別記第24号様式から別記第28号様式まで、別記第30号様式、別記第33号様

式から別記第42号様式まで及び別記第48号様式 

(46) 新潟県柏崎マリーナ条例施行規則（平成２年新潟県規則第52号）別記第１号様式から別記第４号様式ま

で、別記第12号様式、別記第14号様式及び別記第16号様式 

(47) 新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行細則（平成２年新潟県規則第85号）別記第１号様式から別記第16号

様式まで 

(48) 新潟ふるさと村アピール館条例施行規則（平成３年新潟県規則第48号）別記様式 

(49) 新潟県妙法育成牧場条例施行規則（平成５年新潟県規則第11号）別記様式 

(50) 新潟県関岬キャンプ場規則（平成７年新潟県規則第20号）別記第２号様式 

(51) 新潟県小規模水道条例施行規則（平成７年新潟県規則第67号）別記第１号様式から別記第３号様式まで 

(52) 新潟ユニゾンプラザ規則（平成８年新潟県規則第48号）別記第１号様式から別記第４号様式まで 

(53) 新潟県障害者交流センター規則（平成９年新潟県規則第19号）別記第１号様式から別記第４号様式まで 

(54) 新潟県聴覚障害者情報センター規則（平成９年新潟県規則第20号）別記様式 

(55) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例施行規則（平成12年新潟県規則第89号）別記第１号様式から

別記第８号様式まで 

(56) 新潟県万代島駐車場規則（平成13年新潟県規則第66号）別記様式 

(57) 新潟県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則（平成13年新潟県規則第73号）別記第１

号様式及び別記第２号様式 

(58) 新潟県立環境と人間のふれあい館規則（平成13年新潟県規則第81号）別記第３号様式 

(59) 新潟県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則（平成13年新潟県規則第88

号）別記第１号様式から別記第６号様式まで 

(60) 新潟県歯科技工士法施行細則（平成13年新潟県規則第89号）別記第１号様式から別記第３号様式まで 

(61) 新潟県柔道整復師法施行細則（平成13年新潟県規則第90号）別記第１号様式から別記第３号様式まで 

(62) 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター規則（平成14年新潟県規則第135号）別記第３号様式 

(63) 新潟県コンベンションセンター等規則（平成14年新潟県規則第155号）別記第１号様式から別記第４号様
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式まで 

(64) 新潟県児童福祉施設規則（平成15年新潟県規則第41号）別記第１号様式から別記第３号様式まで 

(65) 新潟県遊漁船業の適正化に関する法律施行細則（平成15年新潟県規則第16号）別記第１号様式から別記

第３号様式まで 

(66) 新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例施行規則（平成16年新潟県規則第

９号）別記第１号様式から別記第３号様式まで 

(67) 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例施行規則（平成17年新潟県規則第２号）別記第１

号様式から別記第５号様式まで 

(68) 新潟県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則（平成21年新潟県規則第46号）別記第１号様式

から別記第３号様式まで 

(69) 新潟県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則（平成25年新潟県規則第２号）別記第１号様式及び

別記第２号様式 

(70) 新潟県水源地域の保全に関する条例施行規則（平成26年新潟県規則第40号）別記第１号様式及び別記第

２号様式 

(71) 新潟県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則（平成28年新潟県規則第16号）別記第

１号様式及び別記第２号様式 

(72) 新潟県立長岡屋内総合プール規則（平成29年新潟県規則第54号）別記様式 

(73) 新潟県立武道館規則（平成29年新潟県規則第55号）別記様式 

(74) 新潟県主要農作物種子条例施行規則（平成30年新潟県規則第21号）別記第１号様式から別記第３号様式

まで、別記第５号様式及び別記第６号様式 

(75) 新潟県核燃料税条例施行規則（令和元年新潟県規則第30号）別記第１号様式及び別記第２号様式 

（新潟県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則等の一部改正） 

第２条 次に掲げる規則の規定中「□印」を削る。 

(1) 新潟県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則（昭和25年新潟県規則第66号）別記第１号様式及び別記

第２号様式 

(2) 新潟県消防賞じゆつ金支給規則（昭和40年新潟県規則第55号）別記第１号様式 

(3) 新潟県流域下水道条例施行規則（昭和55年新潟県規則第60号）別記第１号様式及び別記第２号様式 

(4) 行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱規則（昭和62年新潟県規則第28号）別記第２号様式から

別記第４号様式まで 

(5) 知事が保有する行政文書の公開等に関する規則（平成14年新潟県規則第49号）別記第２号様式 

(6) 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成17年新潟県規則第108号）別記第３号様式 

（新潟県建築士法施行細則の一部改正） 

第３条 新潟県建築士法施行細則（昭和26年新潟県規則第３号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式及び別記第１号様式の２中｢( 署 名 )｣を削る。 

別記第１号様式の３中「○印」を削る。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 書換え前の免許証又は免許証明書を添付すること。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 汚損した場合は、その免許証又は免許証明書を添付すること。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の備考中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第10号様式（その１）の注意事項中２及び３を削り、４を２とし、５を３とし、６を４とする。 

別記第10号様式（その２）の注意事項中２及び３を削り、４を２とし、５を３とし、６を４とする。 

別記第12号様式中「○印」及び「係員印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は記入しないこと。 

別記第13号様式中「○印」及び「係員印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は記入しないこと。 

（新潟県家畜改良増殖法施行細則の一部改正） 

第４条 新潟県家畜改良増殖法施行細則（昭和26年新潟県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

別記第２号様式中「□印」を削る。 
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別記第４号様式及び別記第５号様式中「○印」を削る。 

（新潟県母体保護法施行細則の一部改正） 

第５条 新潟県母体保護法施行細則（昭和28年新潟県規則第26号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 他の都道府県から住所を変更した場合は、指定証の写しを添付すること。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 損傷した場合は、その指定証又は標識を添付すること。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 指定証及び標識を添付できない場合は、その理由を記載した書面を添付すること。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 指定証及び標識を添付できない場合は、その理由を記載した書面を添付すること。 

（新潟県母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 新潟県母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則（昭和30年新潟県規則第89号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別記第１号様式の（表）中「○印」を削る。 

別記第３号様式及び別記第６号様式中「□印」を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削る。 

別記第８号様式中「□印」を削る。 

（新潟県家畜取引法施行細則の一部改正） 

第７条 新潟県家畜取引法施行細則（昭和31年新潟県規則第78号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削る。 

別記第２号様式中「□印」を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削る。 

（新潟県退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則の一部改正） 

第８条 新潟県退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則（昭和32年新潟県規則第44号）の一部を次のよう

に改正する。 

別記第１号様式から別記第16号様式の２までの規定中「○印」を削る。 

別記第17号様式中「氏   名○印」を「氏   名 」に改める。 

別記第18号様式中「○印」を削る。 

別記第20号様式中「補償を受ける者 氏   名○印」を「補償を受ける者 氏   名 」に改める。 

別記第20号様式の２から別記第27号様式まで、別記第36号様式から別記第42号様式までの規定中「○印」を削

る。 

別記第43号様式中「氏
ふり

   名
がな

○印」を「氏
ふり

   名
がな

 」に改める。 

別記第49号様式から別記第52号様式まで及び別記第55号様式から別記第61号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県県税規則の一部改正） 

第９条 新潟県県税規則（昭和34年新潟県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式の４、別記第４号様式の２の（表)､別記第13号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別

記第24号様式及び別記第32号様式中「○印」を削る。 

別記第39号様式の３の２中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改める。 

別記第39号様式の３の３及び別記第39号様式の３の４中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改め､｢○印」を

削る。 

別記第45号様式、別記第45号様式の２、別記第45号様式の４、別記第45号様式の６、別記第46号様式、別記

第48号様式から別記第49号様式まで、別記第50号様式の３から別記第50号様式の４まで、別記第54号様式及び

別記第55号様式中「○印」を削る。 

別記第56号様式、別記第59号様式、別記第60号様式、別記第61号様式、別記第63号様式及び別記第64号様式

中「□印」を削る。 

別記第68号様式中「○印」を削る。 

別記第70号様式中「○印」を削り､｢関与税理士氏名印」を「関与税理士氏名」に改め､｢○印」を削る。 
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別記第73号様式の（表）中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢関与税理士氏名印」を

「関与税理士氏名」に改める。 

別記第74号様式中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に､ ｢            印」を

「            」に､｢関与税理士氏名印」を「関与税理士氏名」に改め､｢○印」を削る。 

別記第75号様式の（表）中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢関与税理士氏名印」を

「関与税理士氏名」に改め､｢○印」を削り、同様式の（裏）の記載上の注意点３中「記載し、並びに押印して」

を「記載して」に改める。 

別記第76号様式、別記第76号様式の６、別記第77号様式、別記第77号様式の３から別記第80号様式まで、別

記第81号様式の２の２から別記第81号様式の３まで及び別記第81号様式の５から別記第81号様式の７までの規

定中「○印」を削る。 

別記第83号様式中
「

」
を 

「
 

」
に改める。 

別記第85号様式、別記第86号様式及び別記第89号様式から別記第99号までの規定中「○印」を削る。 

別記第100号様式中「名称印」を「名称」に､｢代表者氏名印」を「代表者氏名」に改める。 

別記第101号様式から別記第103号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第105号様式中「受領印」を「受領者」に改め､｢○印」を削る。 

別記第106号様式中「受領印  ・ ・ 」を「受領者      」に改め､｢○印」を削る。 

別記第107号様式中「○印」を削り､｢取扱者印」を「取扱者」に､｢立会人印」を「立会人」に改める。 

別記第108号様式から別記第112号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第113号様式中「受領印」を「受領者」に改め､｢○印」を削る。 

別記第114号様式から別記第126号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県災害救助法施行細則の一部改正） 

第10条 新潟県災害救助法施行細則（昭和35年新潟県規則第30号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「署名及び押印して」を「署名して」に改める。 

別記第１号様式の１から別記第３号様式まで、別記第５号様式から別記第８号様式まで及び別記第10号様式

から別記第12号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県養鶏振興法施行細則の一部改正） 

第11条 新潟県養鶏振興法施行細則（昭和35年新潟県規則第37号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式の１中「○印」を削り、同様式の備考中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第１号様式の２中「○印」を削り、同様式の備考中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

（新潟県建築基準法施行細則の一部改正） 

第12条 新潟県建築基準法施行細則（昭和35年新潟県規則第82号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「住所」の次に｢､氏名」を加え､｢記載し、署名押印した」を「記載した」に改める。 

別記第１号様式、別記第５号様式、別記第６号様式、別記第８号様式から別記第10号様式までの規定中「○印」

を削る。 

別記第11号様式中「○印」を削り､｢係員印」を「係員氏名」に改める。 

別記第12号様式及び別記第13号様式中「○印」を削る。 

（新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正） 

第13条 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則（昭和36年新潟県

規則第36号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第８号様式及び別記第12号様式中「○印」を削る。 

別記第13号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「本籍」欄は、都道府県名（外国人の場合は、国籍）のみを記載すること。 
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（新潟県養蜂振興法施行細則の一部改正） 

第14条 新潟県養蜂振興法施行細則（昭和39年新潟県規則第７号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の備考中１を削り、２を１とし、３を２とし、４を３とする。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 本届出に記載された内容については、蜂群の配置調整又は防疫その他の養蜂の振興に必要な限りに

おいて利用する。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の備考中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第４号様式中「○印」を削る。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

（県及び他の地方公共団体の職員の派遣に関する規則の一部改正） 

第15条 県及び他の地方公共団体の職員の派遣に関する規則（昭和40年新潟県規則第27号）の一部を次のように

改正する。 

別記第１号様式及び別記第２号様式中「         □印」を「団体名及び代表者氏名」に改める。 

（新潟県営住宅条例施行規則の一部改正） 

第16条 新潟県営住宅条例施行規則（昭和40年新潟県規則第38号）の一部を次のように改正する。 

別記第18号様式の注中３を削り、４を３とする。 

（新潟県毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正） 

第17条 新潟県毒物及び劇物取締法施行細則（昭和40年新潟県規則第45号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式の２中「○印」を削り、同様式の注３を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注４を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第５号様式、別記第６号様式、別記第８号様式、別記第９号様式及び別記第11号様式から別記第13号様

式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例施行規則の一部改正） 

第18条 新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例施行規則（昭和43年新潟県規則第17号）の一部を次

のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削る。 

別記第２号様式中「□印」を削る。 

（新潟県立自然公園条例施行規則の一部改正） 

第19条 新潟県立自然公園条例施行規則（昭和44年新潟県規則第４号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式(1)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(2)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式(3)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式(4)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(5)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(6)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(7)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(8)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(9)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(10)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式(11)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式(12)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(13)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式(14)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(1)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(2)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式の２(3)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式の２(4)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(5)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(6)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(7)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 
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別記第１号様式の２(8)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(9)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(10)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式の２(11)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式の２(12)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(13)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の２(14)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の３中「○印」を削り、同様式の備考３を削る。 

別記第１号様式の４(1)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式の４(2)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の５(1)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の５(2)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の５(3)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の５(4)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の５(5)中「○印」を削り、同様式の備考５を削る。 

別記第１号様式の５(6)中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第１号様式の６中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

（新潟県訓練手当支給規則の一部改正） 

第20条 新潟県訓練手当支給規則（昭和44年新潟県規則第70号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式及び別記第２号様式中「○印」を削る。 

別記第３号様式中「申請者 氏名    ○印」を「申請者 氏名     」に改める。 

（新潟県都市計画公聴会規則の一部改正） 

第21条 新潟県都市計画公聴会規則（昭和44年新潟県規則第75号）の一部を次のように改正する。 

第12条第２項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。 

（新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正） 

第22条 新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和45年新潟県規則第

９号）の一部を次のように改正する。 

第22条第２項中「記名押印して」を「記名して」に改める。 

別記第１号様式から別記第14号様式まで及び別記第15号様式の２から別記第17号様式までの規定中「○印」を

削る。 

（新潟県道路占用規則の一部改正） 

第23条 新潟県道路占用規則（昭和45年新潟県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式中「○印」を削る。 

別記第10号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第12号様式中「○印」を削る。 

（新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正） 

第24条 新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和45年新潟県規則第24号）の一部を次のように改正す

る。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 口数追加のみの申込みの場合には、３の書類だけを添付してください。 

別記第２号様式中「○印」を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削り、同様式の注中１を削り、２を１とし、３から５までを２から４までとする。 

別記第７号様式の２中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第14号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第17号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第19号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第20号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 口数の減少の場合にあつては、２の書類だけを添付してください。 

別記第21号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第22号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 



8 

別記第23号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第24号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第25号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第26号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「年金管理者の有無」欄は、年金受給権者又は年金管理者が記入することができない場合は、市町村

等で記入して差し支えありません。 

（新潟県公害紛争処理条例施行規則の一部改正） 

第25条 新潟県公害紛争処理条例施行規則（昭和45年新潟県規則第103号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削る。 

別記第２号様式及び別記第３号様式中「□印」を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削る。 

（新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部改正） 

第26条 新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（昭和46年新潟県規則第22号）の一部を次のように改正

する。 

別記第１号様式から別記第10号様式まで及び別記第16号様式から別記第22号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第23号様式及び別記第24号様式中「○印」及び「□印 」を削る。 

別記第25号様式、別記第27号様式から別記第29号様式まで及び別記第31号様式から別記第33号様式までの規

定中「○印」を削る。 

（新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正） 

第27条 新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則（昭和47年新潟県規則第44号）の一部を次のように改正

する。 

別記第１号様式中

「

」
を

「

 
」

に改め、同様

式の備考４を削る。 

別記第２号様式中「□印」を削る。 

別記第３号様式中

「

」

を

「

 

」

に改め、

同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第４号様式中

「

」

を

「

 

」

に改め、

同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第５号様式中

「

」

を

「

 

」

に改め、

同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。。 

別記第７号様式中

「

」

を

「

 

」

に改め、

同様式の備考４を削る。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の備考４を削る。 

別記第９号様式の２中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第９号様式の３中「○印」を削り、同様式の備考３を削る。 

別記第９号様式の４中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 



9 

別記第９号様式の５中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第９号様式の６中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第９号様式の７中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第９号様式の８中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第９号様式の９中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

別記第９号様式の11中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とし、４を３とする。 

別記第10号様式中

「

」

を

「

 

」

に改め、

同様式の備考４を削る。 

別記第11号様式中

「

」

を

「

 

」

に改め、

同様式の備考４を削る。 

別記第12号様式中

「

」

を

「

 

」

に改め、

同様式の備考３を削る。 

（新潟県立職業能力開発校規則の一部改正） 

第28条 新潟県立職業能力開発校規則（昭和47年新潟県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

別記第３号様式及び別記４号様式中「○印」を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削り、同様式の注中「及び押印」を削る。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の注中「及び押印」を削る。 

（社団法人新潟県農林公社事業資金貸付規則等の一部改正） 

第29条 次に掲げる規則の規定中「印」を削る。 

(1) 社団法人新潟県農林公社事業資金貸付規則（昭和47年新潟県規則第81号）別記第１号様式及び別記第３号

様式 

(2) 新潟県松の伐採木等の移入届出に関する条例施行規則（昭和57年新潟県規則第84号）別記第１号様式及び

別記第２号様式 

（新潟県道路工事承認規則の一部改正） 

第30条 新潟県道路工事承認規則（昭和48年新潟県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県公有財産事務取扱規則の一部改正） 

第31条 新潟県公有財産事務取扱規則（昭和48年新潟県規則第20号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削る。 

別記第２号様式中「□印」を削る。 

別記第３号様式及び別記第５号様式から別記第13号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県自然環境保全条例施行規則の一部改正） 

第32条 新潟県自然環境保全条例施行規則（昭和49年新潟県規則第５号）の一部を次のように改正する。 

第11条中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。 

別記第１号様式(1)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第１号様式(2)中「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第１号様式(3)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 
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別記第１号様式(4)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第１号様式(5)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第１号様式(6)中「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第１号様式(7)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の（注）を次のように改める。 

（注） 不要の文字は、抹消すること。 

別記第３号様式中(1)「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第３号様式中(2)「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第３号様式中(3)「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第３号様式中(4)「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第３号様式中(5)「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第３号様式中(6)「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第３号様式中(7)「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第５号様式(1)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第５号様式(2)中「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第５号様式(3)中「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第５号様式(4)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第５号様式(5)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第７号様式(1)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第７号様式(2)中「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第７号様式(3)中「○印」を削り、同様式の（注）４を削る。 

別記第７号様式(4)中「○印」を削り、同様式の（注）３を削る。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の注意事項第３号を削る。 

別記第13号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則

の一部改正） 

第33条 新潟県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行

細則（昭和49年新潟県規則第15号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式及び別記第２号様式中「○印」を削る。 

別記第３号様式及び別記第４号様式中「印」を削る。 

別記第５号様式及び別記第６号様式中「○印」を削る。 

（新潟県土採取の適正化に関する条例施行規則の一部改正） 

第34条 新潟県土採取の適正化に関する条例施行規則（昭和49年新潟県規則第52号）の一部を次のように改正す

る。 

別記第１号様式から別記第６号様式までの規定中「届出者住所氏名        印」を「届出者住所氏

名         」に改める。 

（消費生活協同組合法施行細則の一部改正） 

第35条 消費生活協同組合法施行細則（昭和49年新潟県規則第87号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第５号様式の３までの規定中「□印」を削る。 

別記第６号様式中「○印」を削る。 

別記第７号様式中「□印」を削る。 

別記第８号様式中「○印」及び「□印」を削る。 

別記第９号様式中「氏 名          ○印」を「氏 名           」に改め、同様式

の記の３の表の○印の欄を削る。 

別記第10号様式中「○印」を削る。 

（新潟県旅館業法施行細則の一部改正） 

第36条 新潟県旅館業法施行細則（昭和50年新潟県規則第72号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式の備考中「が記名押印する」を「の氏名を記載する」に改める。 

（新潟県庁舎等管理規則の一部改正） 

第37条 新潟県庁舎等管理規則（昭和52年新潟県規則第３号）の一部を次のように改正する。 
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別記第１号様式中「承認印」を「承認」に改める。 

別記第２号様式中「○印」を削る。 

（新潟県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第38条 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（昭和52年新潟県規則第42号）の一部を次のように改

正する。 

別記第12号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 動物が犬の場合には､｢加害動物が犬の場合」欄を必ず記載すること。 

別記第13号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第14号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第16号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第17号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県青少年健全育成条例施行規則の一部改正） 

第39条 新潟県青少年健全育成条例施行規則（昭和52年新潟県規則第48号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式の（表）中「○印」を削り、同様式の（裏）の注中２を削り、３を２とし、４を３とする。 

別記第２号様式中「□印」を削る。 

別記第12号様式の（表）中「○印」を削り、同様式の（裏）の注中２を削り、３を２とし、４から７までを３

から６までとする。 

（新潟県が管理する港湾に関する公聴会規則の一部改正） 

第40条 新潟県が管理する港湾に関する公聴会規則（昭和53年新潟県規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第10条第２項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。 

別記様式中「○印」を削る。 

（新潟県生活保護法施行細則の一部改正） 

第41条 新潟県生活保護法施行細則（昭和53年新潟県規則第35号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式から別記第５号様式（その４）までの規定中「○印」を削る。 

別記第５号様式（その５）中「氏 名            ○印」を「氏 名              」

に､｢ 」を「  」に改める。 

別記第５号様式（その６）から別記第７号様式の３までの規定中「○印」を削る。 

別記第８号様式中「○印」を削る。 

別記第８号様式の２中「担当医師（施術者）               ○印」を「担当医師（施術

者）                」に､｢氏 名   ○印」を「氏 名    」に､｢担当医師   ○印」

を「担当医師    」に改める。 

別記第９号様式及び別記第10号様式中「○印」を削る。 

別記第13号様式（その１）及び別記第13号様式（その２）中「院（所）長の氏名            ○印」

を「院（所）長の氏名             」に､｢（病院の場合）             ○印」を

「（病院の場合）              」に改める。 

別記第14号様式中「○印」を削る。 

別記第16号様式の（表）中「及び届出の印鑑」を削り、同様式の（裏）中
「

」
を削り、

同様式の（裏）の表の認印の欄を削る。 

別記第17号様式中「受領印」を「記名欄」に改める。 

別記第20号様式及び別記第21号様式中「□印 」を削る。 

別記第26号様式（その３）の（表）中「○印」を削る。 

別記第29号様式中「□印 」を削る。 

別記第30号様式中「○印」を削る。 

別記第31号様式中「□印 」を削る。 

別記第32号様式及び別記第33号様式中「○印」を削る。 

別記第34号様式中「□印 」を削る。 

別記第35号様式から別記第37号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第38号様式の（表）中「○印」を削り、同様式の（裏）の記載要領７中「記入し、代表者印をなつ印して」

を「記入して」に改める。 



12 

別記第39号様式の（表）中「○印」を削り、同様式の（裏）の記載要領８中「記入し、代表者印をなつ印して」

を「記入して」に改める。 

別記第40号様式の（表）中「○印」を削り、同様式の（裏）の記載要領６中「記入し、代表者印をなつ印して」

を「記入して」に改める。 

別記第41号様式の（表）中「○印」を削り、同様式の（裏）の記載要領７中「記入し、代表者印をなつ印して」

を「記入して」に改める。 

別記第42号様式の（表）中「○印」を削り、同様式の（裏）の記載要領６中「記入し、代表者印をなつ印して」

を「記入して」に改める。 

別記第43号様式（その１）から別記第49号様式まで、別記第51号様式及び別記第52号様式中「○印」を削る。 

（新潟県火薬類取締法施行細則の一部改正） 

第42条 新潟県火薬類取締法施行細則（昭和54年新潟県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第２号様式の２中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 営業区分欄については、該当するものを○で囲むこと。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第９号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 許可の種別欄については、該当するものを○で囲むこと。 

別記第10号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 許可の種別欄については、該当するものを○で囲むこと。 

別記第11号様式中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とする。 

別記第12号様式中「○印」を削り､｢指揮監督した保安責任者氏名印」を「指揮監督した保安責任者氏名」に改

め､｢○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 施設の名称及び棟数欄については、該当するものを○で囲むこと。 

別記第13号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 試験方法欄については、該当するものを○で囲むこと。 

別記第14号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第15号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 火薬庫の使用を休止した場合は、休止予定期間中における火薬類の貯蔵場所を備考欄に記載するこ

と。 

別記第16号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第17号様式（その１）中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 この様式は、製造した火薬類の集計の報告について使用するものであること。 

別記第17号様式（その２）中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とする。 

別記第17号様式（その３）中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とし、４を３とする。 

別記第17号様式（その４）中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とし、４を３とする。 

別記第18号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第19号様式中「○印」を削り、同様式の備考を削る。 

別記第20号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 取得理由欄については、該当するものを○で囲むこと。 

（新潟県収入証紙条例施行規則の一部改正） 

第43条 新潟県収入証紙条例施行規則（昭和57年新潟県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式、別記第３号様式から別記第５号様式まで及び別記第６号様式の２中「○印」を削る。 

別記第９号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第10号様式中「○印」を削り、同様式の注３を削る。 

別記第11号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正） 

第44条 新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和58年新潟県規則第29号）の一部を次の

ように改正する。 
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別記第１号様式中「○印」を削る。 

別記第２号様式及び別記第４号様式中「□印 」を削る。 

別記第６号様式から別記第８号様式まで及び別記第14号様式中「○印」を削る。 

別記第15号様式中「□印 」を削る。 

別記第16号様式中「□印 」及び「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第17号様式及び別記第18号様式中「□印 」を削る。 

別記第21号様式から別記第23号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県興行場法施行細則の一部改正） 

第45条 新潟県興行場法施行細則（昭和59年新潟県規則第89号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式の備考中「が記名押印する」を「の氏名を記載する」に改める。 

（新潟県都市公園条例施行規則の一部改正） 

第46条 新潟県都市公園条例施行規則（昭和61年新潟県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第７号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第９号様式の３中「○印」を削り、同様式の注中「が氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略するこ

とができる」を「の氏名は、自署により記載すること」に改める。 

別記第13号様式から別記第20号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県老人福祉法施行細則の一部改正） 

第47条 新潟県老人福祉法施行細則（平成５年新潟県規則第47号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第６号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第７号様式中「□印」を削る。 

別記第８号様式及び別記第９号様式中「○印」を削る。 

別記第10号様式中「□印」を削る。 

別記第11号様式から別記第14号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例施行規則の一部改正） 

第48条 新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例施行規則（平成５年新潟県規則第87

号）の一部を次のように改正する。 

別記第２号様式の（表）中「○印」を削る。 

別記第３号様式及び別記第４号様式中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢経理責任者

氏名印」を「経理責任者氏名」に改め､｢○印」を削る。 

別記第５号様式から別記第８号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県聴聞規則の一部改正） 

第49条 新潟県聴聞規則（平成６年新潟県規則第84号）の一部を次のように改正する。 

第10条第１項中「記載し、主宰者がこれに記名押印しなければ」を「記載しなければ」に改め、同条第３項

中「記名押印しなければ」を「記名しなければ」に改める。 

別記第１号様式から別記第４号様式までの規定中「○印」を削る。 

（政治倫理の確立のための新潟県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部改正） 

第50条 政治倫理の確立のための新潟県知事の資産等の公開に関する条例施行規則（平成７年新潟県規則第86号）

の一部を次のように改正する。 

第10条中「認印するとともに､｣を削る。 

別記第１号様式から別記第５号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県屋外広告物条例施行規則の一部改正） 

第51条 新潟県屋外広告物条例施行規則（平成８年新潟県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第３号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 １ 点検者は、広告物等の高さが４メートルを超える場合には、広告物等試験合格者又は新潟県屋外

広告物条例施行規則第16条第３項各号に掲げる者とし、点検者の欄の（ ）内の該当する番号を○

で囲むこと。 

２ 広告物等の高さが４メートルを超える場合であって、点検者が別記第３号様式に記載されている

管理者と異なるときは、点検者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写しを添

付すること。 

別記第５号様式、別記第５号様式の２、別記第６号様式の２、別記第８号様式及び別記第９号様式中「○印」
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を削る。 

別記第９号様式の３中「○印」を削り、同様式の注中「が」を「の」に､｢の記載を自署で行う場合は、押印を

省略することができる」を「は、自署により記載すること」に改める。 

別記第10号様式から別記第16号様式まで、別記第19号様式及び別記第20号様式中「○印」を削る。 

（新潟県農業協同組合法施行細則の一部改正） 

第52条 新潟県農業協同組合法施行細則（平成８年新潟県規則第89号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式から別記第13号様式まで及び別記第17号様式から別記第29号様式の３までの規定中「○印」を

削る。 

別記第30号様式中「○印」を削り、同様式の添付書類２の表の印の欄を削る。 

別記第31号様式中「○印」を削り、同様式の添付書類２の表の印の欄を削る。 

別記第31号様式の２及び別記第31号様式の４から別記第42号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部改正） 

第53条 新潟県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則（平成９年新潟県規則第91号）

の一部を次のように改正する。 

別記第２号様式中「○印」を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り､｢係員印」を「係員氏名」に改める。 

別記第４号様式から別記第７号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県水産業協同組合法施行細則の一部改正） 

第54条 新潟県水産業協同組合法施行細則（平成11年新潟県規則第57号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第14号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第15号様式中「○印」を削り、同様式の添付書類２の表の印の欄を削る。 

別記第16号様式中「○印」を削り、同様式の添付書類２の表の印の欄を削る。 

別記第17号様式から別記第23号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県環境影響評価条例施行規則の一部改正） 

第55条 新潟県環境影響評価条例施行規則（平成12年新潟県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第31条第１項中「記名押印しなければ」を「記名しなければ」に改める。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とする。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とする。 

別記第２号様式の２中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第２号様式の３中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の備考中３を削り、４を３とする。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第９号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第10号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第11号様式中「○印」を削り、同様式の備考中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第12号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第13号様式中「○印」を削り、同様式の備考中２を削り、３を２とする。 

別記第14号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 
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別記第15号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第16号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

別記第17号様式中「○印」を削り、同様式の備考を次のように改める。 

備考 ※印欄は、記入しないこと。 

（新潟県森林法施行細則の一部改正） 

第56条 新潟県森林法施行細則（平成12年新潟県規則第123号）の一部を次のように改正する。 

第12条第10項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「工事の種別」欄､｢計画量」欄､｢施工済」欄及び「進ちょく率」欄は、土工事及びこれに関連する工

事について記載すること。この場合において、立木の伐採、表土のはく離、沈砂池若しくは洪水調節池

の設置、水路の設置又は樹木の植栽若しくは緑化を計画しているときは、それぞれについて記載するこ

と。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の注中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第９号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第10号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部改正） 

第57条 新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成13年新潟県規

則第97号）の一部を次のように改正する。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例施行規則の一部改正） 

第58条 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例施行規則（平成15年新潟県規則第43号）の一

部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「□印」を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削る。 

別記第４号様式及び別記第５号様式中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢担当者氏名

印」を「担当者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢経理責任者氏名印」を「経理責任者氏名」に改め､｢○印」を削る。 

別記第６号様式及び別記第７号様式中「○印」を削る。 

（新潟県砂防指定地等管理条例施行規則の一部改正） 

第59条 新潟県砂防指定地等管理条例施行規則（平成15年新潟県規則第44号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第７号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第11号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第12号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第60条 新潟県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年新潟県規則第63号）の

一部を次のように改正する。 
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第29条中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。 

別記第１号様式（その１）中「○印」を削り、同様式の別紙の表の印の欄を削る。 

別記第１号様式（その２）から別記第６号様式までの規定中「○印」を削る。 

別記第６号様式の２中「○印」を削り、同様式の別紙の表の印の欄を削る。 

別記第７号様式から別記第11号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県産業廃棄物税条例施行規則の一部改正） 

第61条 新潟県産業廃棄物税条例施行規則（平成16年新潟県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式、別記第２号様式及び別記第４号様式中「○印」を削る。 

別記第５号様式中「○印」を削り､｢取扱者印」を「取扱者」に､｢立会人印」を「立会人」に改める。 

別記第６号様式から別記第10号様式まで及び別記第12号様式から別記第19号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正） 

第62条 新潟県使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則（平成16年新潟県規則第85号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「廃業等の理由」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「廃業等の理由」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「廃業等の理由」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「廃業等の理由」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

（新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例施行規則の一部改正） 

第63条 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例施行規則（平成17年新潟県規則第144号）の一部

を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注中２を削り、３を２とする。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例施行規則の一部改正） 

第64条 新潟県遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例施行規則（平成18年新潟県規則第18

号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第２号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第３号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

（新潟県児童福祉法施行細則の一部改正） 

第65条 新潟県児童福祉法施行細則（平成18年新潟県規則第37号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第５号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第６号様式中「○印」を削り、同様式の注６を削る。 

別記第７号様式の２中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「届出事項」欄は、該当する番号を○で囲んでください。 

別記第８号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第９号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「里親の種類」欄は、該当するものを○で囲んでください。 

別記第10号様式中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 「里親の種類」欄は、該当するものを○で囲んでください。 

別記第11号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第12号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第13号様式中「○印」を削り、同様式の注５を削る。 

別記第14号様式中「○印」を削り、同様式の注６を削る。 
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別記第14号様式の２の（表）中「○印」を削り、同様式の（表）の注を次のように改める。 

注 「被保険者証の記号及び番号」欄及び「保険者名及び番号」欄は、障害児入所医療費支給対象施設（医

療型障害児入所施設又は指定医療機関）の利用を申請する場合は、支給申請に係る障害児の加入する医

療保険について記入してください。 

別記第14号様式の３中「○印」を削り、同様式の注４を削る。 

別記第14号様式の４中「○印」を削り、同様式の注３を削る。 

別記第14号様式の５中「○印」を削り、同様式の注６を削る。 

別記第14号様式の６中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第14号様式の７中「□印」を削る。 

別記第14号様式の８中「○印」を削り、同様式の注を次のように改める。 

注 該当する番号を○印で囲んでください。 

別記第14号様式の９中「○印」を削る。 

別記第14号様式の10中「○印」を削り、同様式の注中２を削り、３を２とする。 

別記第15号様式から別記第17号様式までの規定中「□印」を削る。 

別記第18号様式中「○印」を削り、同様式の注３を削る。 

別記第19号様式中「○印」を削り、同様式の注を削る。 

別記第19号様式の２中「○印」を削り、同様式の注４を削る。 

別記第20号様式及び別記第21号様式中「□印」を削る。 

（新潟県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正） 

第66条 新潟県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年新潟県規則第

53号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第３号様式の２までの規定中「○印」を削る。 

別記第４号様式中「○印」を削り、同様式の注中１を削り、２を１とし、３を２とする。 

別記第５号様式中｢(署名又は記名捺印)｣を削る。 

別記第６号様式から別記第12号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例施行規則の一部改正） 

第67条 新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例施行規則（平成20年新潟県規則第24号）

の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式及び別記第２号様式中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢担当者氏名

印」を「担当者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢経理責任者氏名印」を「経理責任者氏名」に改め､｢○印」を削る。 

別記第３号様式から別記第６号様式までの規定中「○印」を削る。 

（新潟県基幹病院事業財務規則の一部改正） 

第68条 新潟県基幹病院事業財務規則（平成21年新潟県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

第30条中「正書し作成者の私印を訂正の箇所に押さなければ」を「正書した上で作成者が訂正の箇所に署名

し、又は押印しなければ」に改める。 

（新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例施行規則の一部改正） 

第69条 新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例施行規則（平成27年新潟県規則第55号）

の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式及び別記第２号様式中「代表者氏名印」を「代表者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢担当者氏名

印」を「担当者氏名」に改め､｢○印」を削り､｢経理責任者氏名印」を「経理責任者氏名」に改め､｢○印」を削る。 

別記第３号様式から別記第６号様式までの規定中「○印」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という｡)により使用さ

れている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。 


